
平成２８年６月１日 

「来訪神：仮面・仮装の神々」の 

ユネスコ無形文化遺産代表一覧表提案の審査について 

 
 

 

 

 

 今年３月，我が国よりユネスコ無形文化遺産登録（代表一覧表記載）に向けて提案をした「来

訪神：仮面・仮装の神々」について，ユネスコ事務局より，条約運用指示書の規定に基づき，平

成３０（２０１８）年に審査を行うとの連絡がありましたので，お知らせいたします。 

 これは，平成２９（２０１７）年の審査について，審査件数の上限５０件を超える提案があり，

無形文化遺産の登録がない国などからの提案を優先して審査することを定めた条約運用指示書の

規定に基づき，無形文化遺産登録件数が世界第２位（代表一覧表記載件数）である我が国の審査

は，平成２９（２０１７）年には行われないこととなったものです。 

 ただし，ユネスコ無形文化遺産保護条約第１０回政府間委員会の決議により，各提案国とも，

２年に１件の審査が保障されていることから，「来訪神：仮面・仮装の神々」は平成３０（２０１

８）年に審査される予定です。 

 なお，平成２７（２０１５）年３月に我が国より提案した「山・鉾・屋台行事」については，

本年１１月に開催される政府間委員会において記載の可否が決定される予定です。 

【参 考】 

○ ユネスコ無形文化遺産保護条約の運用指示書〔パラグラフ３４（抜粋）〕 

委員会はこの総数の上限内で可能な範囲で，少なくとも一提出国につき１件，下記の優先順位にのっと

り審査するよう努める。 

  （ⅰ）記載されたものもなく，ベスト保護プラクティスに選ばれたものもなく，25,000ドルを超える国際

的な援助の要請を認められたものもない国からの提案書，及び緊急保護一覧表への記載候補書類 

  （ⅱ）複数国による提案書 

  （ⅲ）同一サイクル内で，他の提出国と比較して，記載されたもの，ベスト保護プラクティスに選ばれた

もの，あるいは25,000ドルを超える国際的な援助の要請を認められたものの少ない国からの提案書 

○ 第１０回政府間委員会決議１０.COM １３ 

委員会は２０１７年～２０１８年の２か年で一提出国につき少なくとも１件を審査する。 

○ ユネスコ無形文化遺産代表一覧表記載件数（上位１０か国／締約国数１６８か国）（平成２８年４月現在） 

 中国        ３０件     トルコ       １２件 

 日本        ２２件     スペイン      １２件 

 韓国        １８件     インド       １１件 

 クロアチア     １３件     ベルギー      １０件 

 フランス      １３件     コロンビア，イラン，ペルー，ベトナム  ８件    総記載件数 ３３６件 
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